
 

 

環境アセスメント制度に対するご質問について 

 

番号 項目 意見・質問 事務局の回答 

１ 
環境影響評価

法 

【環境アセスメント制度のあらまし（環境省）４頁】 

５行目～７行目にかけて、“「第１種事業」のすべてと、「第

２種事業」のうち手続きを行うべきと判断されたものとが、環

境アセスメントの手続きを行うこととなります。”との記述が

ありますが、同頁、中央の図では、“これら（＝計 13種類の事

業）のうち①から④の事業が対象となる。”と記述してあり、

「第１種事業」でも対象外となる事業があり得ると読めるので

すが、如何でしょうか。 

 

「第１種事業」は、全て環境アセスメントの

手続きを行います。 

環境影響評価法第２条第２項において、「第

１種事業」は、事業の種類と規模に加えて、当

該資料中央の図①～④の事業のいずれかに該

当する事業であることと規定されています。 

２ 
環境影響評価

手続き 

【《第 1回資料１》（仮称）下関北九州道路 環境影響評価方法

書に係る手続きについて 裏面（環境アセス手続フロー図）】 

フロー図では「住民意見」は「住民意見の概要」として、市長

へ送付され、環境審議会答申とは別に「市長意見」に反映され

るように見えますが、そのとおりでしょうか。 

その場合、下関市長に送付される「住民意見の概要」は山口県

が受け付けた「住民意見」のみで、北九州市が受け付けた「住

民意見」は、北九州市長の「市長意見」のみに反映されるので

しょうか。 

それとも、山口県及び北九州市が受け付けた「住民意見」は「住

民意見の概要」として一つにまとめられ、下関市長及び北九州

市長へ送付されるのでしょうか。 

 

市長意見は、本審議会の答申を基本としつ

つ、住民意見の概要にある住民から提出され

たご意見も参考にして作成いたします。 

なお、山口県及び北九州市がそれぞれ受け

付けた意見書は、意見の概要として一つにま

とめられ、本市を始め、北九州市、山口県及び

福岡県に送付されています。各自治体は、提出

された全てのご意見を参考にして、意見を作

成することになります。 

 

資料３ 





市審議会 県技術審査会

市長意見 知事意見

環境大臣意見 国交大臣意見

市審議会 県技術審査会 住民意見

市長意見 知事意見

市審議会 県技術審査会 住民意見

市長意見 知事意見

公聴会

環境大臣意見 国交大臣意見

環境影響評価書

環境影響評価書の補正

公告・縦覧

（事業の実施）

環境影響評価に関する図書

住民意見の概要

（仮称）下関北九州道路に関する環境アセス手続フロー図

計画段階環境配慮書

公表・縦覧

今回の手続

環境影響評価方法書

公告・縦覧、説明会

住民意見の概要

調査項目・手法選定

調査、予測、評価の実施

環境影響評価準備書

公告・縦覧、説明会

事業の位置・規模等の検
討段階において、環境保
全のために適正な配慮を
しなければならない事項に
ついて検討を行い、その結
果をまとめた図書

環境アセスメントにおい
て、どのような項目につ
いて、どのような方法で
調査・予測・評価をして
いくのかという計画を示
したもの

調査・予測・評価・環境保
全対策の検討の結果を示
し、環境の保全に関する考
え方を取りまとめたもの

準備書に対する知事や一
般の方々からの意見の内
容について検討し、必要に
応じて準備書の内容を見
直したうえで作成するもの

方法書 準備書 評価書配慮書

令和４年度下関市環境審議会

第１回 資料１（裏面）


